
いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業 

 

筑前町教育委員会 

１ 事業の趣旨 

筑前町の小学校、中学校において発生したいじめ問題等について、第三者的立場から

調整・解決する取組や、幅広い外部専門家を活用して学校を支援する取組を推進するこ

とにより、いじめ問題等の対応への解決に向けた支援体制を構築する。 

 

２ 事業の内容 

(1) 第三者的立場からいじめ問題等を調整・解決する取組 

児童生徒及び保護者等から、学校等におけるいじめ問題等の相談を受けた際、第三者

的立場の専門家等により組織された機関が、教育委員会・学校等と児童生徒・保護者と

の調整を行うことにより、いじめ問題等の解決を支援する取組を行う。 

 

(2) 幅広い外部専門家を活用して学校を支援する取組 

いじめ問題等が深刻化し、学校等だけでは解決が困難である事態への対応、児童生徒

の生命・身体の安全を脅かす緊急事態への対応、学校等で起きた危機的事案への事後対

応等に際し、外部専門家からなるチームを組織し、学校等に派遣することにより、学校

等の的確な対応を支援する取組を行う。 

なお、当該チームは、学校等におけるいじめ問題等の未然防止、早期発見等の取組へ

の助言等を行うこともできる。 

 

３ 具体的な内容 

① いじめ問題等の早期発見の取組に関する助言 

・実態把握のためのアンケートの実施方法 

・効果的な教育相談の実施方法 

・校内のいじめ問題対策委員会の推進体制や方法 

② いじめ問題等の根絶のための住民意識の啓発に関する助言 

③ 地域及び家庭の教育力を高める方策に関する助言 

④ いじめ問題等の防止に係る授業等の実践に関する助言 

⑤ 教職員の力量の向上のための研修等における助言 

⑥ いじめ問題等発生時の学校への支援 

 

 

 



４ 事業組織体制 

 

５ 事業計画 

時期 活動内容 

５月 

７月 

７月～１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

筑前町いじめ・不登校等問題対策委員会（第１回） 

外部専門家チーム組織 

各学校の支援 

① いじめ問題等の早期発見の取組に関する助言 

・実態把握のためのアンケートの実施方法 

・効果的な教育相談の実施方法 

・校内のいじめ問題対策委員会の推進体制や方法 

② いじめ問題等の根絶のための住民意識の啓発に関する助言 

③ 地域及び家庭の教育力を高める方策に関する助言 

④ いじめ問題等の防止に係る授業等の実践に関する助言 

⑤ 教職員の力量の向上のための研修等における助言 

⑥ いじめ問題等発生時の学校への支援 

筑前町いじめ・不登校等問題対策委員会（第２回） 

 

６ 事業により見込まれる成果 

専門的な見地から、いじめ問題等の未然防止、早期発見の効果的な取組を行うことが

できるとともに、町一体となったより組織的な推進が充実する。 
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